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Primo罰金および手数料の通貨記号の設定
Primoの罰金および手数料のリストに表示される通貨記号を設定するのは、次のいずれかの役職でなければなりません。

• 一般システム管理者

• フルフィルメント管理者

[マイアカウント]の[罰金および手数料]で、Primoユーザーに発行する通貨記号を定義できます。テーブルはデフォルトで
は空であり、機関の有効な言語に応じてカスタマイズできます。

[通貨記号]ページ（[設定メニュー設定メニュー]> [フルフィルメントフルフィルメント]> [ディスカバリーインターフェイス表示ロジックディスカバリーインターフェイス表示ロジック]> [通貨記号通貨記号]）
にアクセスします。

通貨記号を設定する場合：通貨記号を設定する場合：

1. 通貨の説明、および説明がこの通貨のデフォルトであるかなど、通貨タイプの行を追加します。行を追加行を追加を選択しま
す。

2. フィルタフィルタドロップダウンから、翻訳値を入力する言語を選択します。

3. 通貨の翻訳翻訳フィールドに、[Primo手数料および罰金]ページの翻訳に表示される値を入力します。

現在、この機能はAlma-Primo環境にのみ適用可能です。

Note

通貨記号通貨記号
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4. 翻訳値を使用する追加の言語がある場合は、フィルタフィルタドロップダウンから次の言語を選択し、ステップ3を繰り返し
ます。

5. 保存保存を選択します。
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